
候

補

者

立

候

補

届

出

年

月

日

氏

名

候

補

者

届

出

政

党

名

住

所

 
 

右
の
者
は
、
何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
の
候
補
者
で
あ
つ
て
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

何
年
何
月
何
日

何
選
挙
長　

氏　
　

名　

印
　

備
考１　

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
新
聞
広
告
に
つ
い
て
の
様
式
で
あ
る
。

２　

候
補
者
の
候
補
者
届
出
政
党
名
欄
に
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
そ
の
所
属
す
る
党
派
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

候
補
者
の
氏
名
欄
に
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
当
該
選
挙
の
選
挙
長
の
認
定
し
た
通
称
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
称
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
一

新　

聞　

広　

告　

掲　

載　

証　

明　

書



候

補

者

候

補

者

届

出

年

月

日

代

表

者

の

氏

名

本

部

の

所

在

地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

立　

候　

補　

届　

出

年

月

日

氏

名

所

属

党

派

名

住

所

　
右
の
団
体
は
、
何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
の
候
補
者
届
出
政
党
で
あ
つ
て
、
都
（
何
道
府
県
）
に
お
い
て
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

印
　

備
考　

こ
の
証
明
書
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
候
補
者
届
出
政
党
が
新
聞
広
告
の
掲
載
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
、
新
聞
広
告
横

お
お
む
ね
九
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
段
組
の
寸
法
ご
と
に
一
枚
必
要
で
す
。

そ
の
三

新　

聞　

広　

告　

掲　

載　

証　

明　

書

　
右
の
者
は
、
何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
の
候
補
者
で
あ
つ
て
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

何
年
何
月
何
日

何
選
挙
長　

氏　
　

名　

印
　

備
考１　

こ
の
様
式
は
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
新
聞
広
告
に
つ
い
て
の
様
式
で
あ
る
。

２　

候
補
者
の
氏
名
欄
に
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
当
該
選
挙
の
選
挙
長
の
認
定
し
た
通
称
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
称
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
二

新　

聞　

広　

告　

掲　

載　

証　

明　

書



名

簿

届

出

年

月

日

代

表

者

の

氏

名

本

部

の

所

在

地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

略

称

そ
の
四

新　

聞　

広　

告　

掲　

載　

証　

明　

書

 
 

右
の
団
体
は
、
何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
で
あ
つ
て
、
何
選
挙
区
に
お
い
て
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

何
年
何
月
何
日

何
選
挙
長　

氏　
　

名　

印
　

備
考１　

こ
の
証
明
書
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
新
聞
広
告
の
掲
載
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
、
新
聞
広
告
横
お
お
む

ね
九
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
段
組
の
寸
法
ご
と
に
一
枚
必
要
で
す
。

２　

こ
の
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
得
票
総
数
が
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
有
効
投
票
の
総
数

の
百
分
の
二
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
無
料
で
新
聞
広
告
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
新
聞
広
告
を
掲
載
し
た
新
聞
社
等
（
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
聞
社
等
を
い
う
。
）
は
、
国

に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。



名

簿

届

出

年

月

日

代

表

者

の

氏

名

本

部

の

所

在

地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

略

称

そ
の
五

新　

聞　

広　

告　

掲　

載　

証　

明　

書

 
 

右
の
団
体
は
、
何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
で
あ
つ
て
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

新
聞
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

何
年
何
月
何
日

何
選
挙
長　

氏　
　

名　

印
　

備
考１　

こ
の
証
明
書
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
新
聞
広
告
の
掲
載
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
、
新
聞
広
告
横
お
お
む

ね
九
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
一
段
組
の
寸
法
ご
と
に
一
枚
必
要
で
す
。

２　

こ
の
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
総
数
（
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の

得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。
）
が
当
該
選
挙
に
お
け
る
有
効
投
票
の
総
数
の
百
分
の
一
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
四

十
九
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
無
料
で
新
聞
広
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
新
聞
広
告
を
掲
載
し
た
新
聞
社
等
（
公
職
選

挙
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
聞
社
等
を
い
う
。）
は
、
国
に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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